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令和8年度特定健康診査委託契約書

高齢者の医療の確保に関する法律 （昭和5 7年法律第80号。以下「法」という。）に
基づき実施する、特定健康診査 （糖尿病その他の政令で定める生活習慣病に関する健康診
査をいう。以下同じ。）について、全国健康保険協会ほか、別紙1委託元保険者一覧表に
示す医療保険者 （以下「 甲」という。）と公益社団法人神奈川県医師会（以下「乙」とい
う。）との間に、次の条項により委託契約を締結する。

（総則）
第1条 甲は、特定健康診査を乙に委託し、乙はこれを受託するものとする。

（委託業務）
第 2 条 甲が乙に委託する業務の内容は、「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関す
る基準 （平成1 9年厚生労働省令第15 7号。以下「実施基準」という。）」に基づき、
別紙 2 健診等内容表のとおりとする。
2 業務は、乙の会員の医療機関 （以下「実施機関」という。別紙 3 実施機関一覧表のと
おり）で行うものとする。
3 特定健康診査において、乙若しくは実施機関は、終了後速やかに、法第 2 3 条の規定
に基づく特定健康診査受診結果通知表を作成し、受診した者に通知するものとする。なお
通知に当たっては、実施基準第 3 条に基づき、特定健康診査受診結果通知表と併せて、受
診した者が自らの健康状態を自覚し生活習慣の重要性に対する関心と理解を深めるため
に必要な情報を提供するものとする。
4 特定健康診査の実施結果については、実施機関が厚生労働省の定める電子的標準様式
に基づく電子デー タとして作成し、取りまとめ、甲の委託を受けて決済を代行する機関（以
下「代行機関」という。被用者保険の場合は社会保険診療報酬支払基金、国保組合の場合
は各都道府県の国民健康保険団体連合会とする。）への送付を行うものとする。

（対象者）
第3条 実施機関は、特定健康診査を実施する場合には、(a)実施機関に対して甲の発行す
る特定健康診査受診券を提示した上で、(b)次の各号のいずれかの方法（以下これらの方法
を個別に「オンライン資格確認等」という。）により実施機関から保険資格の確認を受け
た者（任意継続被保険者及びその被扶養者、特例退職被保険者及びその被扶養者を含む。）
を対象とするものとし、有効期限等券面の内容を十分に確認の上、実施するものとする。














